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けやき台小学校と若葉小学校を統合し、平成 30年 4月に開校する新しい学校

の校名が「若葉台小学校」に決まりました。新しい学校の校名は、児童や市民

の皆さん 97人から公募で寄せられた 144件の中から、学校、ＰＴＡ、地域団体

等で構成される「新学校設立検討委員会」の意見を参考にして教育委員会で選

定した後、6月に開催された市議会において、学校設置条例の改正が可決され、

正式に決定されました。ご協力ありがとうございました。    

なお、「若葉台小学校」の校歌と校章（校旗）については、平成 30年 4月の

開校以降に制定します。 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立川市キャラクター「くるりん」 

 

「未来をつくる学校づくりに向けて」 

新学校設立及び新校舎建設だより 第５号 

平成 29年 7月発行 

立川市教育委員会 

 

 

両校の校名を生かすことで、両校の児童、教職員、保護者、地域の方々が力

を合わせて新たな学校づくりに取り組もうという思いが表れている。 

 

「若葉」のように未来に向かって子どもたちが成長していくことへの願いが

伝わる。 

 

統合する両校が同じ若葉町内にあることや、段丘の上にあるという地域の特

性が表れている。 
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平成 30年 4月の「若葉台小学校」開校に向け、若葉小学校に仮設校舎を建設

する準備を進めています。仮設校舎は平成 29年 11月から平成 30年 2月までの

工期で建設する予定です（下の仮設校舎配置イメージ図を参照）。 

仮設校舎はＡ棟とＢ棟の 2棟を建設し、Ａ棟には特別支援教室キラリを、Ｂ

棟には学童保育所と生活科室、ＰＴＡ室、倉庫を配置する予定です。2棟はいず

れも平屋（1階建て）です。管理諸室（職員室、校長室、保健室、事務室ほか）、

普通教室、特別教室、たんぽぽ学級は若葉小学校の既存校舎に配置します。 

平成 30年 3月には、けやき台小学校の必要な備品等を若葉小学校へ移設する

ほか、現在のけやき台小学校に隣接しているけやき台学童保育所も仮設校舎に

移設します。 

仮設校舎の具体的な配置や工事内容等については、平成 29年 10月に開催す

る説明会でご説明します。 

 

 

Ａ棟の延床面積約 100㎡ 

 

仮設校舎配置イメージ図

Ｂ棟の延床面積約 500㎡ 
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 けやき台小学校と若葉小学校では、新しい学校での生活が円滑に始められるよ

う、立川第九中学校も含めた 3校の子どもたちの交流を積極的に進めています。 

 今までに実施された交流活動をいくつかご紹介します。 

 

①「立川市民科」の学習 

まちの未来を担う立川市民を育てることを目的に、市内全校が取り組んでい

る「立川市民科」の学習の一つとして、けやき台小学校と若葉小学校では、共

通テーマのもと、地域探検や地域の人々へのインタビュー活動を通して、地域

理解を深める取組を行いました。取組の成果を２校合同で発表し合う場面を設

け、地域をより深く知ることができるとともに、子ども同士が楽しく交流する

機会となりました。また、若葉町の農業についてさらに関心を高めることにも

つながりました。 

 

②農園活動 

立川第九中学校が取り組んでいる農園活動に、平成 28年度は夏季休業日を利

用してけやき台小学校と若葉小学校

の 6 年生も参加しました（写真左）。

中学校生活への興味・関心を高めると

ともに、2校の 6年生と中学生が一緒

に汗を流しながら活動することで、同

じ地域で学んでいる仲間として、お互

いを思いやる意識も育まれました。 

 

 

 

 

③九中校区あいさつ運動 

けやき台小学校と若葉小学校、立川第九中学校の児童・生徒だけでなく、そ

れぞれの教職員や保護者、地域の方々にもご参加いただき、「九中校区あいさつ

運動」を毎年行っています。小学校の代表委員会の児童や中学校の生徒会役員

の生徒が小学校の校門前や通学路に立ち、登校する児童・生徒らに積極的にあ

いさつを呼びかけ、「あいさつの輪」を地域の中に広げることができました。 
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学校統合に伴う通学路の安全対策について、学校、ＰＴＡ、関係団体、市関

係部署等で構成する「通学路安全対策検討委員会」にて検討を進めてきました。 

今後も実地調査や安全点検を実施するなどして、引き続き通学路の安全対策に

ついて検討を進めていきます。 

                                                         

             

 

①五日市街道の横断箇所 

 五日市街道の横断箇所は、「けやき台団地北」「立川九中入口」「若葉町団地入

口」の３つの交差点とします。 

 

②五日市街道横断箇所周辺への協力依頼 

 事業所や店舗へ、児童横断時の安全対策についてご協力をお願いしています。 

 

③標識設置や路面舗装 

 「通学路」「歩行者優先」などの標識等の設置や、薄くなった道路舗装の再塗

装などを、道路管理者（市道路課・東京都）、交通管理者（立川警察署）ととも

に進めています。 

 

④通学誘導員（仮称）の配置 

 児童の登下校を見守っていただく「通学誘導員」を五日市街道を中心に配置

します。 

 

 

 

 

連絡先：立川市教育委員会 教育部教育総務課学校施設保全担任 

         〒190-8666 立川市泉町 1156-9 

    電 話：042-523-2111（内線：2474） 

    ＦＡＸ：042-528-1204 

 

 

主な検討状況         

 


